
平成２２年度 岩舟町水道課 水質検査計画 

 

 

 

 

 

町水道課では、水道の水質基準改正（平成１６年４月１日施行）に伴う水道

法施行規則改正によって水質検査計画を策定します。 

  

検査計画の内容 

１．基本的な方針 

２．水道事業の概要 

３．原水及び水道水の状況 

４．検査項目及び頻度 

５．検査地点 

６．臨時の水質検査 

７．水質検査の方法 

８．水質検査計画及び結果の公表について 

９．検査結果の評価について 

１０．水質検査の精度と信頼性保証について 

１１．関係者との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．基本的な方針 

水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方

針で水質検査を行います。 

（１）検査地点 

   水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓で行います。更に浄

水場の原水（浄水場入口の水）及び水源（井戸）で検査を行います。 

（２）検査項目 

   検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目と水質管理上留意すべ

きとされている水質管理目標設定項目及び独自の項目とします。 

（３）検査頻度 

   水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査について

は、給水栓で毎日行います。 

   水質基準項目の検査は、概ね月１回以上行うこととされている項目につ

いては月１回、その他の項目は、概ね３ヶ月（検査頻度を減少できる項

目は、１年）に１回とします。 

 

 

２．水道事業の概要 

  岩舟町の水道は、大平町内の井戸（深井戸）の地下水を水源としています。 

（１）計画給水人口 ２１，２００人 

（２）配水能力   １２，７００㎥／日 

（３）水源種別   地下水（深井戸）：５本 

 

 ◎浄水施設の概要 

  表１のとおり２箇所の浄水場があります。 

表１ 浄水施設の概要 

浄水場名称 第１浄水場 第２浄水場 

所在地 岩舟町大字静戸 岩舟町大字静戸 

水 源 地下水 地下水 

処理方式 圧力式ろ過 圧力式ろ過 

処理能力（㎥） ７，５００㎥／日 ５，２００㎥／日 

 

 

３．原水及び水道水の状況 

（１）原水（浄水場入口の水）の水質で留意すべき状況 

  浄水場ごとに留意すべき対象項目は表２のとおりです。 



表２ 原水の留意すべき対象項目及び対処方法 

水源 取水状況 浄水場 留意すべき事項 対象項目 

地下水 深井戸 第１浄水場 地質由来の無機物 鉄・マンガン 

地下水 深井戸 第２浄水場 地質由来の無機物 鉄・マンガン 

浄水場では、水源の水質状況に応じて、凝集沈澱・ろ過など、浄水処理を適 

切に行い、安全な水道水をお届けしています。 

 

◎水道水の状況 

水道水は水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしており 

ます。 

 

 

４．検査項目及び頻度 

（１）毎日検査 

色及び濁り並びに消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査は、水道法に 

基づき１日１回の検査を行います。 

（２）水質基準項目の検査（５０項目） 

水質基準項目の検査は表３のとおり行います。 

①１ヶ月に１回の検査項目 

ア．下記の９項目については１ヶ月に１回の検査を行います。 

〔一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素量ＴＯ 

Ｃ）、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度〕 

②概ね３ヶ月に１回の検査項目 

ア．概ね３ヶ月に１回以上検査する項目は下記の１６項目です。 

〔シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 

素、フッ素及びその化合物、シス－１・２－ジクロロエチレン及

びトランス－１・２ジクロロエチレン、塩素酸、クロロ酢酸、ク

ロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、総トリハロ

メタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、

ホルムアルデヒド、カルシウム・マグネシウム等（硬度）、蒸発残

留物〕 

イ．上記以外の項目と臭気物質を除く２３項目については過去の検出

状況から判断すると検査頻度を減少できる項目ですが、水源及び

原水の状況を考慮して、平成２２年度は１年に１回の検査を行い

ます。 

③臭気物質の検査 



臭気物質については、水源でかび臭が発生するおそれのある期間に

１ヶ月に１回の検査を行います。 

    〔ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール〕 

（３）その他 

水質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、

水質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目につ

いては、水質基準に順じ、必要な項目については表４のとおり水質検査

を行います。 

また、特殊項目については、より安全を確認するため表５のとおり検査

を行います。 

 

 

５．検査地点 

（１）毎日検査については、２箇所の給水栓で行います。 

（２）水質基準項目の検査は水源・配水系統を考慮して２箇所の給水栓で実施

します。 

   なお、水質管理上必要である原水についても実施します。 

 

 

６．臨時の水質検査 

  水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の

水質検査を行います。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき 

（２）水源に異常があったとき 

（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行して 

いるとき 

（４）浄水過程に異常があったとき 

（５）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある

とき 

（６）その他特に必要があると認められるとき 

  

 

７．水質検査方法 

（１）毎日検査については、外部に委託して行います。 

（２）水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行いま 

す。水質検査方法は水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日 厚



生労働省令第１０１号）に基づき告示された「水質基準に関する省令の

規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成１５年７月２２日 厚 

生労働省告示第２６１号）により行い、省令に記載されていない項目に

ついては上水試験方法（日本水道協会編）などによりおこないます。 

 

 

８．水質検査計画及び結果の公表について 

  水質検査計画や水質検査結果については、岩舟町ホームページで公表しま

す。ご意見があればお寄せください。 

 

 

９．検査結果の評価について 

  検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査の結果をもとに、必要

があれば検査計画を見直していきます。 

 

  

１０．水質検査の精度と信頼性保証について 

 結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため厚生労働省登 

録検査機関に検査委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況（内部精度

管理、外部精度管理）の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認します。 

 

 

１１．関係者との連携 

岩舟町は、水道水の安全性を確保していくため、栃木市、河川管理者（国や

県）、他の水利権者（水利組合等）、県や市町の水道事業関連部局との連携・

情報交換を図り、水質保全に万全を期しています。 

 

 

 

連絡先 〒３２９－４３９２ 

    住 所 栃木県下都賀郡岩舟町大字静５１３２－２ 

（岩舟町役場 別館２階） 

岩舟町役場 水道課 上水道担当 

    電 話 ０２８２－５５－３８３７ 

 ＦＡＸ ０２８２－５５－７３５０ 

        （Ｅメールアドレス suidow@town.iwafune.tochigi.jp） 



番号 定期検査項目 基準値 給水栓における設定理由
（ｍｇ/Ｌ）

基１ 一般細菌 100個/ml 12 1
基２ 大腸菌 不検出 12 1
基３ カドミウム及びその化合物 0.01 1 1
基４ 水銀及びその化合物 0.0005 1 1
基５ セレン及びその化合物 0.01 1 1
基６ 鉛及びその化合物 0.01 1 1
基７ ヒ素及びその化合物 0.01 1 1
基８ 六価クロム及びその化合物 0.05 1 1
基９ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 4 1
基１０ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 4 1
基１１ フッ素及びその化合物 0.8 4 1
基１２ ホウ素及びその化合物 1.0 1 1
基１３ 四塩化炭素 0.002 1 1
基１４ １・４-ジオキサン 0.05 1 1
基１５ シス-１・２-ジクロロエチレン及びトランス-１・２-ジクロロエチレン 0.04 4 1 平成２１年度より検査を行っている項目です。（注）

基１６ ジクロロメタン 0.02 1 1
基１７ テトラクロロエチレン 0.01 1 1
基１８ トリクロロエチレン 0.03 1 1
基１９ ベンゼン 0.01 1 1
基２０ 塩素酸 ※ｃ　0.5 4
基２１ クロロ酢酸 0.02 4
基２２ クロロホルム 0.06 4
基２３ ジクロロ酢酸 0.04 4
基２４ ジブロモクロロメタン 0.1 4
基２５ 臭素酸 0.01 1 性状を確認するため行います。（注）

基２６ 総トリハロメタン 0.1 4
基２７ トリクロロ酢酸 0.2 4
基２８ ブロモジクロロメタン 0.03 4
基２９ ブロモホルム 0.09 4
基３０ ホルムアルデヒド 0.08 4
基３１ 亜鉛及びその化合物 1.0 1 1
基３２ アルミニウム及びその化合物 0.2 1 1
基３３ 鉄及びその化合物 0.3 1 1
基３４ 銅及びその化合物 1.0 1 1
基３５ ナトリウム及びその化合物 200 1 1
基３６ マンガン及びその化合物 0.05 1 1
基３７ 塩化物イオン 200 12 1 １ヶ月に１回の検査とされている項目です。（省略不可）

基３８ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 4 1
基４９ 蒸発残留物 500 4 1
基４０ 陰イオン界面活性剤 0.2 1 1 安全性を確認するため行います。（注）

基４１ ジェオスミン 0.00001 1 原因生物の発生時期に１ヶ月に１回以上

基４２ ２－メチルイソボルネオール 0.00001 1 行います。

基４３ 非イオン界面活性剤 0.02 4 1
基４４ フェノール類 0.005 1 1
基４５ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量 5 12 1
基４６ ｐＨ値 5.8～8.6 12 1
基４７ 味 異常でない 12 1
基４８ 臭気 異常でない 12 1
基４９ 色度 5 12 1
基５０ 濁度 2 12 1

　　　行います。

※ａ～水源でかび臭が発生するおそれのある期間に行います。
※ｂ～消毒を行ったときに生成するもので、原水では検査を行いません。
※ｃ～平成２３年３月３１日までの経過措置の値です。

安全性を確認するため行います。（注）

安全性を確認するため行います。（注）

性状を確認するため行います。（注）

安全性を確認するため行います。（注）

概ね３ヶ月に１回の検査とされている項目で
す。（省略不可）

概ね３ヶ月に１回の検査とされている項目で
す。（省略不可）

１ヶ月に１回の検査とされている項目です。（省略不可）

（注）過去３年間以上にわたる検査結果から、３年に１回の検査頻度まで省略可能な項目で
　　　すが、水源及び原水の状況及び過去のデータを考慮し、概ね３ヶ月または１年に１回

測定頻度(回/年)

１ヶ月に１回の検査とされている項目です。（省略不可）

安全性を確認するため行います。（注）

表３　水質基準項目及び検査頻度

※ａ

原水給水栓

※ｂ

概ね３ヶ月に１回の検査とされている項目です。（省略不可）

性状を確認するため行います。（注）



検査頻度/年

番号 検査項目 目標値 給水栓 備考
（ｍｇ/Ｌ）

目１ アンチモン及びその化合物 0.015 1
目２ ウラン及びその化合物 0.002（暫定） 1
目３ ニッケル及びその化合物 0.01（暫定） 1
目４ 亜硝酸態窒素 0.05（暫定） 1
目５ １・２-ジクロロエタン 0.004 1
目６ 削　　　　除
目７ １・１・２-トリクロロエタン 0.006 1
目８ トルエン 0.2 1
目９ フタル酸ジ（２-エチルヘキシル） 0.1 1

目１０ 亜塩素酸 0.6 1
目１１ 削　　　　除
目１２ 二酸化塩素 0.6 1
目１３ ジクロロアセトニトリル 0.01（暫定） 1
目１４ 抱水クロラール 0.02（暫定） 1
目１５ 農薬類 1 1
目１６ 残留塩素 1 1
目１７ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10～100 1
目１８ マンガン及びその化合物 0.01 1
目１９ 遊離炭酸 20 1
目２０ １・１・１-トリクロロエタン 0.3 1
目２１ メチル-ｔ-ブチルエ－テル（ＭＴＢＥ） 0.02 1
目２２ 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3 1
目２３ 臭気強度（ＴＯＮ） 3TON 1
目２４ 蒸発残留物 30～200 1
目２５ 濁度 １度 1
目２６ ｐＨ値 7.5程度 1
目２７ 腐食性（ランゲリア指数） -1～0 1
目２８ 従属栄養細菌 1㎜lあたり集落が2000以下（暫定） 1
目２９ １・１-ジクロロエチレン 0.1 1
目３０ アルミニウム及びその化合物 0.1 1

測定頻度(回/年)

番号 検査項目

1 BOD  大腸菌 12
2 COD(JIS) 嫌気性芽胞菌 12

表４．水質管理目標設定項目の検査頻度

表５．独自の項目及び検査頻度

原水監視のため行います。

設定理由
給水栓


